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国家公務員の寒冷地手当に関する法律の運用方針について（通知）

標記について、下記によるほか「国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の運用

方針について（総人局第９５８号 ５５．１２．２３ 」の例によって取り扱うこ）

ととされたので通知する。

、 、 （ ． ．なお この通知は平成９年４月１日から実施し 防人３第５７１号 ３９ １０

２７）は廃止する。

記

国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和２４年法律第２００号）第１条関係

１ 防衛省所管旅費取扱規則（平成１８年防衛庁訓令第１０９号）第２条第１項の

規定により赴任とみなされるときは、当該赴任先の官署に勤務するものとする。

２ 寒冷地手当の支給事由の発生又は終了の日の決定は発令日（発令日と発令内容

の効果が発生する日が異なる場合は、発令内容の効果が発生する日をいう。以下

同じ ）によるものとする。。

３ 自衛官についての発令日における取扱いは、次に掲げるところによるものとす

る。

(1) 寒冷地において採用された者及び退職した者並びに寒冷地以外の地域から寒

冷地に異動した者は、発令日において寒冷地に在勤する職員とする。

(2) 寒冷地から寒冷地以外の地域に異動した者は、発令日において寒冷地に在勤

する職員には該当しないものとして取り扱う。

(3) 寒冷地手当の額の異なる地域に異動した者は、発令日において異動後の地域

に在勤する職員とする。

４ 「当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶」には、海上自衛隊の編成

等に関する訓令（昭和４２年海上自衛隊訓令第１号）第２２条の規定により海上

幕僚長によって配属及び籍を定められた支援船を含むものとする。


